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事業：都市計画推進事業                                

１．都市計画推進事業 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため、土地利用に関する計画を定め、全体として調和のとれた都市を形

成するため、都市計画道路見直しや地区計画などの都市計画決定、住宅マスタープランの策定、市街化調整区域に

おける活性化策の検討、国土利用計画法等に基づく届出の受理及び審査などを行った。 

 

細事業：都市計画推進事業                             

１．都市計画の決定・変更 

都市計画法に基づき、河内長野市都市計画審議会の審議を経て、次のとおり決定・変更を行った。 

(1)市が決定・変更した都市計画 

 地区計画の決定  ：高向宮の下地区地区計画  約 2.7ha 

 生産緑地地区の変更：地区数 255地区、面積 71.78ha 

 都市計画道路変更 ：廃止路線 三日市小塩線、鳴尾汐の宮線、古野長野線、千代田台線 

 

(2)府が決定・変更した都市計画 

 都市計画道路変更 ：廃止路線 長野富田林線、狭山三日市線  

 

２．市街化調整区域における活性化策の検討 

本市を縦断する主要幹線道路国道 170号（大阪外環状線）沿道である上原・高向地区は、都市における貴重な

農空間として存しているが、大阪外環状線沿道という特殊性から、道路沿道部のみが農地転用され虫食い的にロ

ードサービス型の商業施設が立地してきている状況である。また、営農環境の悪化や後継者問題等の理由により、

営農継続が困難な状況になりつつある現状で、このまま放置すれば道路沿道部のみが農地転用され、農地以外の

土地利用が難しい土地は耕作放棄地となり、益々営農環境の悪化を招く悪循環に陥ることが予想される。 

このようなことから、単に沿道部のみの個別利用ではなく、上原・高向地区全体を見据えた総合的なまちづく

りについて、地元地権者をはじめ、行政や関係者が一体となって協議・検討する場が必要であると考えられる。 

都市と農地の調和を図り、大阪外環状線沿道にふさわしい土地利用を検討するため、地権者組織の立ち上げを

支援するとともに官民協働のまちづくりの必要性や可能性の検討を行い、当該地区における将来のまちのあり方

について一定の方向性を見出すことを目的に必要な支援を行った。 

  7 月にはまちづくり勉強会が設立され、ワークショップの開催、まちづくりニュースレターの発行を行い地域

のゾーニング案が作成された。 

   

３．住宅マスタープラン策定業務 

  本市の住宅政策を体系的に整理し、取り組むべき方向性を定めていくことで、空き家の減少や人口維持を図る

ことを目的に『河内長野市住宅マスタープラン』を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


